
市の事前調査が必要です。解体前に相談ください。
対象…特定空家等の所有者か相続人
対象工事…補助対象の空家などを全て解体・除却し、更地とする工事
補助額…補助対象経費の４／５（上限50万円）
事前調査申込期間…５月13日㈪～６月28日㈮
その他…・すでに完了、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は補助の対象となりません。
　　　　・特定空家を解体したときに、翌年度の固定資産税（都市計画税）を最大２年間減免する制度があります。

外来種の防除に協力ください 環境課
☎34-5558

環境課
☎34-5574

オオキンケイギク アレチウリ

在来生物を駆逐するなど、生態系に悪影響を及ぼします。

　キク科の多年草。５～７月にか
けて５～７㌢の花を咲かせ、花び
らの先端には不規則に４～５つの
ぎざぎざがあります。

　ウリ科の一年草のツル性植物。
非常に繁殖力が強く、他の植物や
樹木にからみついて枯らしてしまう
ことがあります。

セイタカアワダチソウ

　キク科の多年草。種子と地下茎
の両方で増え、河川敷や空き地な
どで生育します。

　見つけたら、根ごと引き抜き、土を落としてビニール袋で密閉し、２、３日
天日にさらして燃えるごみとして出してください。
　＊長いときは40㌢以下に切ってください。

危険な空家の解体費用を補助します

詳しくはこちら

新たな移住・定住支援制度のご案内
地域経営課 ☎34-5646

新規事業

対象…市内在住、在勤で、５年以上定住す
る意志がある次のいずれかの人
•今年２月以降に40歳未満でＵターンし
　た人
•三条市立大学か三条看護・医療・歯科衛
　生専門学校を卒業して２年以内の人

移住コンシェルジュ
住居や仕事など、移住の相談ができ
ます。オンラインでもできます。

その他、引っ越し費用や住宅賃借料、
看護師への支援などもあります。

三条市に戻る人

奨学金返還支援補助金／最大180万円 対象…空き家バンク制度を利用し、市内の空
き家に移り住もうとする人か移り住んでか
ら２年未満の人
　

•市内在住者の補助上限額を最大50万円まで
　に引き上げました。
•世帯に40歳未満の人がいなくても申請でき
　るようになりました。

空き家に引っ越す人
空き家改修事業／最大150万円

詳しくはこちら

民生委員・児童委員、主任児童委員
福祉課 ☎34-5405地域の皆さんの相談相手

厚生労働大臣から委嘱され、守秘義務があります。安心して相談ください。

民生委員・児童委員になりませんか
地域に貢献できる、やりがいのある仕事です。
経験がなくてもできます。
興味のある人は問い合わせください。

地区の委員は
こちら

相談ください 協力ください
　高齢者、子育て、障がい
者、困窮者、引きこもりな
どの相談に助言し、必要で
あれば市や包括支援セン
ターなどの関係機関へ
つなぎます。

　災害や救急搬送のときな
どに支援が必要な高齢者の
情報を確認しています。随
時、情報の更新が必要です。
確認のために訪問すること
がありますので、情報提供く
ださい。
＊身分証を携帯しています。

拡充
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